
生前承継（事業譲渡） 死亡承継（相続）

現行制度 措置後のイメージ 現行制度

理
容
・
美
容

●開設届の提出
・理美容所の名称・所在地
・開設者の氏名・住所
・構造設備の概要
・開設予定年月日
・理美容師の氏名・登録番号
・疾病の有無

●医師の診断書 等

●使用前検査の実施

●手数料

●開設届の提出
・理美容所の名称・所在地
・開設者の氏名・住所
・開設予定年月日 等

●事業譲渡の事実を証する書類

※使用前検査の実施に関し、「構造設備に大きな変更
がなければ検査の省略可」との通知を発出。

※手数料の引下げを自治体に助言

●承継届の提出
・理美容所の名称・所在地
・届出者の氏名・住所・被相続人との続柄
・被相続人の氏名・住所
・相続開始年月日 等

●戸籍謄本
●相続人が２人以上の場合、全員の同意書

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

●開設届の提出
・クリーニング所の名称・所在地
・営業者の氏名・住所
・構造設備の概要
・開設予定年月日
・クリーニング師の氏名・登録番号 等

●使用前検査の実施

●手数料

●開設届の提出
・クリーニング所の名称・所在地
・営業者の氏名・住所
・開設予定年月日 等

●事業譲渡の事実を証する書類

※使用前検査の実施に関し、「構造設備に大きな変更
がなければ検査の省略可」との通知を発出。

※手数料の引下げを自治体に助言

●承継届の提出
・クリーニング所の名称・所在地
・届出者の氏名・住所・被相続人との続柄
・被相続人の氏名・住所
・相続開始年月日 等

●戸籍謄本
●相続人が２人以上の場合、全員の同意書

旅
館
業

●許可申請書の提出
・営業施設の名称・所在地
・申請者の氏名・住所
・欠格条項該当の有無
・営業の種別
・構造設備の概要
・構造設備基準特例該当の有無

●構造設備の図面 等

●許可手数料

●許可申請書の提出
・営業施設の名称・所在地
・申請者の氏名・住所
・欠格条項該当の有無 等

●事業譲渡の事実を証する書類

※手数料の引下げを自治体に助言

●承継承認申請書の提出
・営業施設の名称・所在地
・申請者の氏名・住所・被相続人との続柄
・欠格条項該当の有無
・被相続人の氏名・住所
・相続開始年月日 等

●戸籍謄本
●相続人が２人以上の場合、全員の同意書

●承認手数料
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